
船舶事故等調査報告書 

平成２４年７月２６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第２１号 

事故等種類 養殖施設損傷 

発生日時 平成２３年１１月１８日（金） １１時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市津名港南方沖 

 津名港塩田外防波堤北灯台から真方位１９０°１,５００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２４.０′ 東経１３４°５３.９′） 

事故等調査の経過  平成２４年２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ぶーすかⅡ、５トン未満 

 不詳、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

養殖施設 ロープ切断 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、津名港南方沖で釣

りをしながら漂泊中、平成２３年１１月１８日１１時３０分ごろ、風によ

り圧流されてわかめ養殖施設（以下「本件施設」という。）に進入し、推

進器翼に同施設のロープが絡まって運航不能となった。 

 船長は、他の養殖施設の標識を見ており、本件施設の黒色ボンデンに接

近していることに気付かなかった。 

 本船は、漁業協同組合に連絡し、来援した本件施設の所有者にロープを

切断してもらい、漁船にえい
．．

航されて津名港へ帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  船長は、本事故発生場所の航行経験が月に２回ほどあったが、本件施設

の存在を知らなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、津名港南方沖で漂泊中、船長が、他の

養殖施設の標識に注意を向け、適切な見張りを行

っていなかったことから、本件施設の黒色のボン

デンに気付かず、風により圧流されて本件施設に

進入し、推進器翼に本件施設のロープが絡み、同

ロープを損傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、津名港南方沖で漂泊中、船長が、適切な見張りを行

っていなかったため、本件施設の黒色のボンデンに気付かず、風により圧

流されて本件施設に進入し、推進器翼に本件施設のロープが絡んだことに

より発生したものと考えられる。 



参考  船長は、本事故後、本船にレーダーを取り付けた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・養殖施設の近くでは釣りを行わないこと。 

 ・一方向のみではなく全周の適切な見張りを行うこと。 

 




